
【追加質問⼀覧】
項⽬ 質問内容 回答

1

令和8年度に予定されている実証事業の公募にあたり、本業務の受託者が当該実証事業の実施主体
となることについて、現時点で何らかの制限は設けられていますでしょうか。
特段の制限がない場合、受託者が実証主体となる際の公平性の担保等のルール作りについても、本
業務の「制度設計」の中で検討していく想定でよろしいでしょうか。

実証事業の採択は、外部有識者による評価によることを想定しているため、受託者が実施主体となることに
対する制限は、特段想定しておりません。
本業務において、御認識のとおり公平性の担保等も検討することとしております。

2

【地域課題の把握と情報共有体制に関する継続性について】
企画書作成事項のP1「（１）地域課題の把握、事業者等へのヒアリング実施及びプラットフォー
ム内での情報共有体制の確⽴」において、「プラットフォームにおける事業化に向けた検討が地域
課題解決に資するよう、地元⾃治体や地元関係者のニーズを効果的・効率的に把握し、プラット
フォーム内で適時適切に情報共有できる体制を構築すること。」と記載がございます。本業務の提
案にあたり、これまでの取組との継続性を考慮する必要がございますでしょうか。もし考慮すべき
点がある場合、過去に実施された具体的な取り組みをご教⽰いただけますと幸いです

具体的な⼿法論に関して継続性の考慮を想定しているものはありません。プラットフォーム内での効果的・
効率的な課題把握及び情報共有の⽅法を確⽴するための⼿法を御提案ください。

3
【総会の案内チラシの配布について】
総会の案内チラシ（Ａ４版両⾯、300 枚／回）は、
誰がどこに配布することを想定されておりますでしょうか。

市町村や地域で活動的な事業主体等、地域からの参加を企図した配布先に、必要に応じて環境省と連携しな
がら配布することを想定しています。

4

【プラットフォームの連絡体制について】
現在、プラットフォームの連絡体制は、どのような⼿段で構築・運⽤されておりますでしょうか。
（例︓貴省のポータルサイト、メールマガジン、定例会議など）
また、もし貴省のポータルサイトが構築・運⽤されている場合は、構築・運⽤業務は、本業務には
含まれない理解でよろしいでしょうか。

現状、連絡は事務局からのメールによる連絡としております。

5

審査基準及び採点表における配点事項は仕様（１）〜（５）、（10）ですが、
企画書作成事項（案）においては、仕様（６）〜（８）も記載事項として
位置づけられております。
この仕様（６）〜（８）は配点事項となるか、ご教⽰いただけますと幸いです。

別添３の審査基準及び採点表の記載内容のとおり、（１）〜（５）及び（１０）について配点します。


